
ス
マ
ー
ト
農
業
推
進
補
助

金
実
施
者

　
農
作
業
の
省
力
化

や
農
産
物
の
高
品
質

生
産
に
資
す
る
ロ

ボ
ッ
ト
技
術
や
Ｉ
Ｃ

Ｔ
の
導
入
を
支
援
し

ま
す
。

補
助
対
象：
農
林
水

産
省
公
表「
ス
マ
ー
ト
農
業
技
術
カ
タ
ロ
グ
」掲

載
の
機
械
、
装
置
な
ど　

補
助
率：
１
／
３
以

内（
限
度
額
10
万
円
）　

対
象
者：
田
原
市
人
・

農
地
プ
ラ
ン
に
掲
載
済
ま
た
は
令
和
４
年
度
中

に
掲
載
予
定
の
方　

期
限：
令
和
５
年
１
月
31

日（
火
）ま
で

▼
農
政
課　
☎
23‐３
５
１
７

◦
生 

活

11
月
は
子
ど
も
・
若
者
育
成

支
援
県
民
運
動
強
調
月
間

【
ス
ロ
ー
ガ
ン
】

育
て
よ
う　
自
分
に
勝
て
る
子　
負
け
な
い
子

　
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
、
ニ
ー
ト
な
ど
社
会

生
活
を
送
る
こ
と
が
困
難
な
子
ど
も
・
若
者
の

問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
子
ど
も
や
若
者
を
孤

立
さ
せ
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
一
人
一
人
が

関
心
を
持
ち
、
地
域
全
体
で
支
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

▼
ふ
る
さ
と
教
育
セ
ン
タ
ー　
☎
36‐６
６
１
４

ひ
き
も
り
家
族
教
室
・
研
修

会
対
象：
ひ
き
こ
も
り
者
の
家
族
、
支
援
者　

日

時：
11
月
14
日（
月
）午
後
１
時
30
分
～
３
時
30

分　
場
所：豊
川
保
健
所　
内
容：体
験
談
お
よ

び
交
流
会　
定
員：20
名（
先
着
）　
参
加
料：無

料　
申
込：電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て

▼
豊
川
保
健
所　
健
康
支
援
課　
こ
こ
ろ
の
健

康
推
進
グ
ル
ー
プ

　
☎（
０
５
３
３
）86‐３
６
２
６

　
　
（
０
５
３
３
）89‐６
７
５
８

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
水
～
15
日
火

【
令
和
４
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語
】

お
出
か
け
は　
マ
ス
ク
戸
締
り　
火
の
用
心

　

空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い

時
期
を
迎
え
ま
す
。
ご
み
の
屋
外
焼
却
や
不

適
切
な
火
の
取
り
扱
い
は
行
わ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

▪
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
と
管
理

　

消
防
法
で
全
て
の
住
宅
に「
住
宅
用
火
災
警

報
器
」の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

命
や
財
産
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
警
報
器
を

設
置
し
、
日
頃
か
ら
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

▼
消
防
本
部
予
防
課　
☎
23‐４
０
７
４

薪
ス
ト
ー
ブ
を
使
う
時
に

は
ご
注
意
を
！

　

薪
ス
ト
ー
ブ
を
使
う
時
期
に
な
り
ま
し
た
。

魅
力
や
メ
リ
ッ
ト
も
多
い
で
す
が
、
使
い
方
を

誤
る
と
、
煙
や
臭
い
に
つ
い
て
、
思
わ
ぬ
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。
使
う
前

に
は
準
備
や
点
検
、
定

期
的
な
清
掃
を
行
い
ま

し
ょ
う
。

▼
環
境
政
策
課　
☎
23‐３
５
４
１

▪
火
災
予
防
の
４
つ
の
習
慣

◦
寝
た
ば
こ
は
絶
対
し
な
い
、
さ
せ
な
い

◦
ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を

置
か
な
い

◦
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
を
使
う
と
き
は
、
火
の

そ
ば
を
離
れ
な
い

◦
コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃
し
、
不
要

な
プ
ラ
グ
は
抜
く

▪
火
災
予
防
の
６
つ
の
対
策

◦
ス
ト
ー
ブ
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
な
ど
は
安
全
装

置
の
付
い
た
機
器
を
使
用
す
る

◦
火
災
警
報
器
を
定
期
的
に
点
検
し
、
10

年
を
目
安
に
交
換
す
る

◦
部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
、
衣
類
お

よ
び
カ
ー
テ
ン
は
、
防
炎
品
を
使
う

◦
消
火
器
な
ど
を
設
置
し
、
使
い
方
を
確

認
し
て
お
く

◦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
は
、
避

難
経
路
と
避
難
方
法
を
常
に
確
保
す
る

◦
訓
練
へ
の
参
加
、
戸
別
訪
問
な
ど
に
よ

り
、
地
域
ぐ
る
み
の
防
火
対
策
を
行
う

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和4年11月│    │23

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


